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公調委令和３年（セ）第１号 

燕市における工場からの振動・騒音・悪臭による財産被害等責任裁定申請事件 

裁 定 

（当事者省略） 

主 文 

申請人の本件責任裁定申請を棄却する。 

事 実 及 び 理 由  

第１ 当事者の求める裁定 

１ 申請人 

被申請人は、申請人に対し、３８０８万円を支払え。 

２ 被申請人 

本件責任裁定申請を棄却する。 

第２ 事案の概要 

本件は、申請人が、被申請人の操業するｇ等の製造工場からの振動、騒音、

悪臭、大気汚染及び土壌汚染により、自宅建物の損傷及び健康被害を受けたと

主張して、被申請人に対し、不法行為に基づく損害賠償の支払を求める責任裁

定申請事件である。 

１ 前提事実 

以下の各事実は、当事者間に争いがないか掲記の各証拠及び審問の全趣旨に

より容易に認められる。 

⑴ 当事者等 

ア 申請人（昭和▲年▲月▲日生）は、肩書地に自宅（以下「申請人旧宅」

という。）を所有し、昭和５２年２月から居住している。申請人旧宅は、

昭和５１年に建築された木造２階建ての一般住宅である。申請人は、平成

１８年に申請人旧宅の西側に住居を新築し（以下「申請人新宅」という。）、

冬は申請人新宅で就寝している。（職１、審問の全趣旨） 
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イ 被申請人は、昭和５２年に設立されたｇや金属製品を製造する株式会社

である。被申請人は、新潟県燕市○○に本社を置き、事業を行っていたが、

昭和６３年１月３０日、申請人旧宅の南に隣接する土地（燕市△△）に金

属プレス工場を新設し、さらに、平成５年７月１７日、金属プレス工場が

所在する土地と道路を挟んで西側の土地（燕市□□）に本社建屋を新設し、

有機溶剤を使用する作業工程及び本社機能を移した（金属プレス工場及び

本社建屋をあわせて「被申請人工場」という。）。（甲６３、甲６５、職

１、審問の全趣旨） 

ウ 申請人旧宅、申請人新宅、金属プレス工場及び本社建屋の位置関係は、

別紙１図面のとおりである。（職１、審問の全趣旨） 

  ⑵ 被申請人の事業の概要 

ア 被申請人工場の稼働時間は、月曜日から金曜日及び土曜日（月２回程度）

の午前８時２０分頃から午後５時３０分頃までである。（職１、審問の全

趣旨） 

イ ｇや金属製品の製造工程は次のとおりである。（職１、審問の全趣旨） 

（ア）金属プレス工場で、フレキションプレスなどの機械プレスを使用して

製品の模様等を成形する。 

（イ）本社建屋１階のプレハブで塗装前の脱脂のため、有機溶剤を使用して

製品の洗浄作業を行う。 

（ウ）本社建屋１階の塗装室で有機溶剤を使用して製品を塗装し、乾燥機を

使用して乾燥させ、完成させる。 

（エ）製品の受注、完成品の出荷は本社建屋において行う。 

⑶ 事実経過 

  ア 申請人は、平成１６年４月、被申請人に対し、被申請人工場からの振動、

騒音及び悪臭について苦情を申し立てた。（審問の全趣旨） 

  イ 申請人は、平成１７年１０月、燕市に対し、被申請人工場からの振動、
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騒音及び悪臭について相談した。（審問の全趣旨） 

 ウ 燕市は、申請人からの相談を受けて、平成１８年３月２８日から平成２

６年３月４日までの間、申請人旧宅敷地と金属プレス工場敷地との敷地境

界における振動測定及び騒音測定（各合計２５回）並びに本社建屋からの

臭気確認（合計２９回）及び臭気測定（合計２回）を行った。（甲２１） 

 エ 申請人は、平成２８年、燕市及び被申請人を相手方として、三条簡易裁

判所に対し調停を申し立て、被申請人工場からの振動、騒音及び悪臭につ

いての解決を求め、２回の調停期日が行われたが、調停不成立となった。

（審問の全趣旨） 

 オ 申請人は、令和３年１月１９日、公害等調整委員会に対し、本件責任裁

定を申請した。（顕著な事実） 

カ 公害等調整委員会事務局（以下「事務局」という。）は、令和４年２月

３日、佐野泰之専門委員及び東賢一専門委員立会いの下、申請人旧宅、金

属プレス工場及び本社建屋の現地確認を行った。（職１） 

 キ 事務局は、令和４年９月６日、佐野泰之専門委員及び東賢一専門委員立

会いの下、金属プレス工場の振動及び騒音測定並びに本社建屋の臭気測定

及び特定悪臭物質等の濃度測定を実施した。（職２） 

  

  

  

  

２ 本件の争点及び当事者の主張の骨子 

⑴ 振動を理由とする不法行為の成否（争点１） 

（申請人の主張） 

被申請人は、金属プレス工場においてフレキションプレスの使用により振

動を発生させ、申請人に精神的苦痛を与えるとともに、申請人旧宅を損壊さ

せた。 

  （被申請人の主張） 

燕市の測定結果によれば、規制基準を超過した日は１度きりで、超過の程

度は２㏈にとどまる。被申請人は、平成１５年に金属プレス工場の窓を塞ぎ、
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大型フレキションプレスを申請人旧宅側から離れた位置に移設し、平成１８

年に基礎部分を強化して振動の軽減を図るなど、最大限の対策を講じており、

受忍限度を超えることはない。 

⑵ 騒音を理由とする不法行為の成否（争点２） 

（申請人の主張） 

被申請人は、フレキションプレス及び金属プレス工場の敷地にある室外機

の稼働により騒音を発生させ、申請人に精神的苦痛を与えた。 

（被申請人の主張） 

被申請人は、平成１０年５月に室外機１台を、平成１２年４月に室外機１

台を移設し、金属プレス工場の申請人旧宅側の窓を閉塞し、平成１５年にフ

レキションプレスを移設し、平成１８年にフレキションプレスの基礎部分を

強化して騒音の軽減を図るなど、最大限の対策を講じており、受忍限度を超

えることはない。 

⑶ 悪臭及び大気汚染を理由とする不法行為の成否（争点３） 

（申請人の主張） 

 被申請人は、金属プレス工場及び本社建屋において有機溶剤を使用して悪

臭及び大気汚染を発生させ、申請人に頭痛、吐き気、目の充血等といった健

康被害を発生させた。 

 （被申請人の主張） 

  被申請人は、法令を遵守して有機溶剤を使用する業務を行っており、これ

までの測定結果によれば、いずれも規制基準を下回っている。被申請人は、

平成１７年に臭気減少筒を新設し、平成２９年には臭気減少筒を高くする改

良を施しており、有機溶剤を使用する業務の際には、プレハブ及び本件塗装

ブースの窓を閉めるといった対策を講じており、受忍限度を超えることはな

い。 

  

  

⑷ 土壌汚染を理由とする不法行為の成否（争点４） 



5 

 

（申請人の主張） 

被申請人は、操業を開始してから平成２１年頃までの間、金属プレス工場

でも有機溶剤を使用する業務を行っており、その間、トリクロロエチレンや

クロムを使用し、溶剤等を同工場にあった申請人旧宅側の排水溝から排出し、

土壌汚染を発生させ、申請人旧宅敷地の植物を枯らす被害を生じさせた。 

（被申請人の主張） 

 被申請人は、金属プレス工場及び本社建屋において、トリクロロエチレン

及びクロムを使用しておらず、土壌汚染は発生していない。 

  ⑸ 申請人の損害（争点５） 

 （申請人の主張） 

 ア 申請人旧宅の損傷についての損害 ３５２０万円 

   金属プレス工場からの振動により、申請人旧宅は損傷し、耐久性や耐震

性等が著しく劣化し、雨漏りがする状態である。 

   申請人旧宅を再建築するには少なくとも坪単価８０万円の費用がかかる。

申請人旧宅の延床面積は４４坪であるから、損害額は３５２０万円となる。 

 イ 慰謝料 ２８８万円 

   申請人は、少なくとも平成１６年８月から令和２年７月までの１６年間、

振動、騒音、悪臭、大気汚染及び土壌汚染により健康被害及びそれに伴う

精神的苦痛を被っている。これを慰謝するための慰謝料は、ひと月あたり

１万５０００円が相当であり、損害額は、２８８万円となる。 

 （被申請人の主張） 

 ア 申請人旧宅の損傷についての損害 

   振動測定の結果によれば振動の最大値は６７㏈であり、距離減衰を考慮

すれば、工場振動による損傷の可能性は極めて小さい。申請人旧宅は築４

０年を超えており、柱の損傷は木材の乾燥により生じた縦割れであるから、

経年変化である。申請人旧宅は、耐震性が低い建物であり、平成１６年１
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０月発生の中越地震及び平成１９年７月発生の中越沖地震により、工場振

動の３５倍もの地震動が加わっている。金属プレス工場の振動と申請人旧

宅の損傷との間に因果関係はない。 

 イ 慰謝料 

   争う。 

  

  

第３ 当裁定委員会の判断 

１ 振動を理由とする不法行為の成否について（争点１） 

 ⑴ 認定事実 

ア 規制基準 

  （ア）金属プレス工場は、機械プレスを有する工場として、振動規制法２条

２項の特定施設を設置する工場（特定工場等）に該当する。金属プレス

工場の所在する地域（第２種区域）における振動規制法の定める振動の

規制基準（特定工場等の敷地境界での値）は、次のとおりとされている。 

昼（午前８時から午後８時まで）６５㏈ 

夜（午後８時から翌日の午前８時まで）６０㏈ 

（イ）特定工場等の振動につき上記（ア）の規制基準に適合しているかどう

かを測定する場合、振動レベルの決定は、次のとおりとされている。 

ａ 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値 

ｂ 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ご

との指示値の最大値の平均値 

ｃ 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、５秒間隔、１

００個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の８０パーセントレンジ

の上端の数値（Ｌ１０） 

イ 関連する事実経過 

  （ア）被申請人は、金属プレス工場内にフレキションプレス６台を設置し、

稼働させていた（以下、「プレスＡ」ないし「プレスＦ」という。）。
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６台のフレキションプレスのうちプレスＡ及びＣが大型フレキション

プレスであり、各フレキションプレスの圧力能力は、プレスＡが１８０

０kN、プレスＢが１２００kN、プレスＤが１２００kN、プレスＥが１７

００kN、プレスＦが７００kN である。プレスＣの圧力能力については証

拠はないが、その使用状況等に照らしプレスＡと同等の圧力能力を有し

ていると推認される。（乙１９の１１ないし１５、職１、審問の全趣旨） 

各フレキションプレスの配置は、プレスＡが金属プレス工場の北側

（申請人旧宅側）の壁から南方向に９.３２ｍ離れた位置（別紙２図面の

「移設前大型フレキションプレス」の位置）に、プレスＢないしＦが、

金属プレス工場の南側（申請人旧宅と反対側）の壁に面した位置（別紙

２図面の「Ｂ」「Ｃ」「Ｄ」「Ｅ」及び「Ｆ」の位置）に順に並べて設

置されていた。（職１、審問の全趣旨） 

フレキションプレスは、手動で操作する必要があり、作業者は、プレ

スに金型及び素材を取り付けて、ハンドルを操作して、瞬間的に大きな

圧力を素材に加えることにより、模様などを成形している。（審問の全

趣旨） 

（イ）燕市は、平成１８年３月２８日、同年１０月１７日及び平成１９年１

月２５日に振動測定を行ったが、同日の測定において、規制基準６５㏈

を超過する振動レベル（Ｌ１０）６７㏈が測定されたことから、被申請

人に対して改善指導を行った。（甲２１〔１ないし４頁〕） 

（ウ）被申請人は、燕市からの改善指導を受けて、規制基準を超過する原因

となっていたプレスＡを金属プレス工場内の申請人旧宅から離れた場

所に移設することとし、平成１９年４月６日までに、プレスＡを南東方

向に９.５ｍの位置（別紙２図面「Ａ」の位置）に移設し、基礎部分にク

ッション材を入れる防振処置を実施した。移設の結果、申請人旧宅から

プレスＡまでの距離は、移設前と比較して、７.５ｍ程度離れた。（甲２
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１〔４及び５頁〕、職１〔１１頁〕） 

（エ）燕市は、平成１９年４月６日から平成２６年３月４日までの間、２２

回の振動測定を実施した。測定の結果、振動レベル（Ｌ１０）の最大値

は、平成１９年４月６日に記録された６２㏈であり、規制基準６５㏈を

下回っていた。（甲２１〔５、４２ないし５５頁〕） 

（オ）新潟県建築士会ｈ支部は、申請人からの依頼により、平成２８年２月

１９日、申請人旧宅について耐震診断を実施し、基礎にひび割れがあり

補強が必要な状態であること及び上部構造につき壁の割れ、柱の割れ、

壁の隙等があることを確認し、十分な強度を有する耐力が少ないため、

倒壊する可能性が高いと診断した。（甲３、甲１５） 

（カ）被申請人は、平成２９年５月３０日から令和元年６月２９日までの間、

申請人旧宅と金属プレス工場との敷地境界において、毎日、測定開始時

刻を午前８時４０分頃、測定時間を８時間として、振動測定を実施した。

測定期間中の振動レベル（Ｌ１０）の最大値は、平成２９年１２月２７

日に記録された５４.４㏈であり、規制基準６５㏈を下回っていた。（甲

１１、甲５６、甲５９） 

また、振動加速度レベルは、おおむね６３㏈～６９㏈までの間で推移

しており、７０㏈を超過したのは、平成２９年６月５日の８６.４㏈（７

３.６㏈）、同年８月３０日の７０.７㏈（６５.９㏈）、平成３０年１月

４日の７０.２㏈（６２.０㏈）、同月１７日の７０.５㏈（６１.８㏈）、

同月３０日に記録された７０.１㏈（６２.９㏈）、平成３０年２月２７

日に記録された７４.３㏈（６８.３㏈）であった（以上の（）内は振動

レベルの最大値）。振動加速度レベルが６９㏈程度の場合、振動レベル

の最大値は、おおむね６１㏈程度であった。（甲５６） 

（キ）被申請人は、令和３年８月３０日、金属プレス工場から大型フレキシ

ョンプレスであるプレスＣを撤去した。（職１、審問の全趣旨） 
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ウ 事務局による現地確認 

事務局が令和４年２月３日に現地確認をした際、申請人旧宅１階では、

南側を中心に、柱に縦に入る割れが生じ、障子戸が閉まりにくくなってお

り、壁にひびが生じていることが確認され、申請人旧宅２階でも、南側を

中心に、柱に縦に入る割れが生じ、壁にひびが生じていることが確認され

た。（職１） 

エ 事務局による振動測定 

（ア）振動測定の概要 

事務局は、令和４年９月６日、金属プレス工場と申請人旧宅との敷地

境界２か所及び申請人旧宅１階洋室にそれぞれ振動計を設置し、プレス

Ａ、Ｄ及びＦを対象として、稼働時の振動測定を実施した。測定には、被

申請人工場において使用する材料のうち最も硬く、最も振動及び騒音が

ちゅう

強くなると考えられる真 鍮 を使用し、フレキションプレスごとに５回

以上の振動を発生させた。（職２〔１ないし３頁〕） 

（イ）振動測定結果の概要 

フレキションプレスによる振動は、衝撃振動であり、稼働時は、おお

むね５秒間隔で振動が発生すること、全ての測定地点においてＺ方向

（鉛直）の振動が最も大きく主要な振動であることが確認された。 

各フレキションプレス稼働時のＺ方向の振動レベルの最大値の平均

値は、プレスＡが、敷地境界において６１.６㏈、申請人旧宅内において

５６.４㏈であり、プレスＤが、敷地境界において５３.１㏈、申請人旧

宅内において４９.６㏈であり、プレスＦが敷地境界において４４.４㏈

であり、申請人旧宅内において４２.３㏈であった。（職２〔９及び１２

頁〕） 

このことから、プレスＡを稼働した際の振動が最も大きいことが確認

され、また、申請人旧宅における振動レベルは敷地境界における振動レ
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ベルよりも２～３㏈小さいこと、申請人旧宅内で生じた振動につき建物

による振動増幅は認められないこと、申請人旧宅内の測定地点において、

い き

人体の振動感覚 閾 値（５０％の人が感じる振動レベルでおよそ６０㏈、

１０％の人が感じる振動レベルでおおよそ５５㏈）に達する振動を発生

させるのは、プレスＡ、Ｄ及びＦのうちＡのみであることが確認された。

（職２〔９及び１２頁〕） 

（ウ）振動加速度レベルと木造建築物被害との関係 

振動加速度レベル５５㏈以下は震度０、振動加速度レベル５５～６５

㏈は震度１、振動加速度レベル６５～７５㏈は震度２、振動加速度レベ

ル７５～８５㏈は震度３、振動加速度レベル８５～９５㏈は震度４、振

動加速度レベル９５～１０５㏈は震度５弱又は震度５強に相当する。ま

た、耐震性の低い木造建築物について、壁などに軽微なひび割れ・亀裂

がみられることがあるのは、振動加速度レベルが９５㏈を超える場合（震

度５弱）である。（乙１、職４） 

⑵ 判断 

  ア 振動レベルの評価について 

（ア）評価方法について 

特定工場等の振動につき規制基準に適合しているかどうかを測定す

る場合の振動レベルの決定は、金属プレス工場の通常の操業状態を前提

とする必要があり、フレキションプレスによる衝撃振動は、その性質上、

測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合に該当するということ

ができるから、５秒間隔の測定値の８０パーセントレンジの上端の数値

（Ｌ１０）を採用することが相当である。 

ただし、特定のフレキションプレスによる振動のみが大きいと考えら

れる場合は、測定器の指示値の最大値の平均値を採用することも考えら

れる。この場合、評価値は、上記の振動レベルの決定の中で、最も大きい
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値となるから、Ｌ１０が最大値の平均値を超えることはなく、最大値の

平均値が規制基準を満たすのであれば、Ｌ１０を採用したとしても規制

基準を満たすといえる。 

本件においては、フレキションプレスの設置状況が時期によって異な

ることから、下記（イ）ないし（エ）のとおり時期を分けて検討する。 

（イ）大型フレキションプレスであるプレスＣが撤去され、プレスＡ、Ｂ、

Ｄ、Ｅ及びＦが、金属プレス工場の南側（申請人旧宅と反対側）の壁に面

して設置されている令和３年８月３１日から現在まで（以下「現配置」

という。） 

ａ フレキションプレスが単体で稼働した場合の振動レベル 

事務局による振動測定の結果、最も振動が大きいのはプレスＡを稼

働した場合であり、その場合の敷地境界における振動の最大値の平均

値は６１.６㏈となる（認定事実エ（イ））。また、振動レベルの最大

値の平均値とＬ１０とでは、振動レベルの変動パターンにより違いは

あるものの、おおむね１０㏈以上の差が生じると考えられるから、Ｌ１

０は６１.６㏈から１０を引いた５１.６㏈程度と推計され、いずれも

規制基準６５㏈を下回る。プレスＡの圧力能力は、プレスＢ、Ｄ、Ｅ及

びＦよりも大きいから（認定事実イ（ア））、フレキションプレスが単

体で稼働した場合の振動は、いずれも規制基準を下回る。 

ｂ フレキションプレスが複数台稼働した場合の振動レベル 

各フレキションプレスによる最大値の振動が同時に発生した場合

の振動レベルを推計する。 

上記のとおり、事務局による振動測定の結果によれば、敷地境界に

おける振動レベルの最大値の平均値は、プレスＡが６１.６㏈、プレス

Ｄが５３.１㏈、プレスＦが４４.４㏈である（認定事実エ（イ））。プ

レスＢの振動レベルの最大値の平均値は、圧力能力が１２００kN であ
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り、プレスＤと同じであること（認定事実イ（ア））から、プレスＤと

同じ５３.１㏈とする。プレスＥの振動レベルの最大値の平均値は、圧

力能力が１７００kN であり、プレスＡの圧力能力１８００kN を下回る

ことから、プレスＡの６１.６㏈を上回ることはないと想定される。 

その上で、プレスＡ、Ｂ、Ｄ、Ｅ及びＦの振動レベルの最大値の平

均値を合成（加速度の２乗和をレベルにした結果）すると、６５.２㏈

と推計される。これをもとに、プレスＡ、Ｂ、Ｄ、Ｅ及びＦが同時に稼

働した場合における振動レベルのＬ１０を推計すると、６５.２㏈から

１０を引いた５５.２㏈程度となり、規制基準６５㏈を下回るというこ

とができる。 

振動レベルの最大値の平均値で見た場合は、推計値が６５.２㏈と規

制基準を僅かに上回るが、金属プレス工場における通常の作業工程を前

提とすると、そもそも全フレキションプレスが同時に稼働し、かつ、こ

れらの振動レベルが同時に最大値となる頻度は少ないと考えられる上、

上記の推計は、最も振動が生じやすい真鍮を用いた測定データを使用し、

かつ、プレスＥの圧力能力を実際よりも過大に評価して行ったものであ

ることを考慮すると、実際には、振動レベルの最大値の平均値が規制基

準６５㏈を超過することがあるとしても一時的なものであり、その頻度

ま れ

は 希 で、超過の程度は僅かということができる。 

（ウ）大型フレキションプレスであるプレスＡが移設され、プレスＡないし

Ｆが、金属プレス工場の南側（申請人旧宅と反対側）の壁に面して設置

されていた平成１９年４月６日から令和３年８月３０日まで（以下、「プ

レスＡ移設後配置」という。） 

ａ フレキションプレスが単体で稼働した場合の振動レベル 

事務局による振動測定の結果、最も振動が大きいのはプレスＡであ

り、これを稼働した際の敷地境界における振動の最大値の平均値は６
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１.６㏈となり（認定事実エ（イ））、Ｌ１０は５１.６㏈程度となるか

ら、規制基準６５㏈を下回る。プレスＣは、プレスＡと同じ大型フレ

キションプレスであり、同等の圧力能力を有するものと認められ、他

のフレキションプレスについては、プレスＡの圧力能力を上回るもの

はないこと（認定事実イ（ア））から、フレキションプレスが単体で稼

働した場合の振動は、いずれも規制基準を下回る。 

ｂ フレキションプレスが複数台稼働した場合の振動レベル 

  上記（イ）ｂ及び（ウ）ａのとおり、敷地境界における振動レベル

の最大値の平均値は、プレスＡ、Ｃ及びＥが６１.６㏈、プレスＢ及び

Ｄが５３.１㏈、プレスＦが４４.４㏈であると想定される。 

その上で、プレスＡないしＦの振動レベルの最大値の平均値を合成

（加速度の２乗和をレベルにした結果）すると、６６.８㏈と推計され

る。これをもとに、プレスＡないしＦが同時に稼働した場合における

振動レベルのＬ１０を推計すると、６６.８㏈から１０を引いた５６.

８㏈程度となり、規制基準６５㏈を下回る。 

振動レベルの最大値の平均値で見た場合は、推計値が６６.８㏈と

規制基準を上回るが、実際には、振動レベルの最大値の平均値が規制

基準６５㏈を超過するとしても一時的なものであり、その頻度は希で、

超過の程度も僅かであることは、既に述べたとおりである（判断ア（イ）

ｂ同旨）。 

上記判断は、平成１９年４月６日から平成２６年３月４日までに行

われた燕市による振動測定の結果（認定事実イ（エ））及び平成２９

年５月３０日から令和元年６月２９日までに行われた被申請人によ

る振動測定の結果（認定事実イ（カ））が、いずれも規制基準を下回

っていたことに照らしても、相当である。 

    

（エ）プレスＡが、金属プレス工場の北側（申請人旧宅側）の壁から南方向
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に９.３２ｍ離れた位置に設置され、プレスＢないしＦが、金属プレス工

場の南側の壁に面して設置されていた平成１９年４月６日より前（以下、

「当初配置」という。） 

ａ フレキションプレスが単体で稼働した場合の振動レベル 

振動レベルが最も大きいプレスＡは、移設される平成１９年４月６

日より前は、金属プレス工場内の申請人旧宅に近い位置に設置されて

いた（認定事実イ（ウ））。そのため、プレスＡが移設前の位置で稼

働した場合の敷地境界における振動レベルを推計する必要がある。 

移設前におけるプレスＡの位置から敷地境界までの距離は、移設後

におけるプレスＡの位置から敷地境界までの距離よりも７.５ｍ申請

人旧宅に近い位置にあったこと（認定事実イ（ウ））から、振動の距

離減衰を考慮に入れて、プレスＡが移設前の位置で稼働した場合の敷

地境界における振動レベルを計算すると、最大値の平均値は、６８.９

㏈となる。これをもとに、プレスＡが稼働した場合における振動レベ

ルのＬ１０は、６８．９㏈から１０を引いた５９㏈程度と推計され、

規制基準６５㏈を下回る。そうすると、フレキションプレスが単体で

稼働した場合の振動は、Ｌ１０の振動レベルを基準とすると規制基準

を下回るが、プレスＡの移設前の振動レベルの最大値の平均値を基準

とすると、規制基準を上回る。 

ｂ フレキションプレスが複数台稼働した場合の振動レベル 

上記ａのとおり、移設前のプレスＡの振動レベルの最大値の平均値

は６８.９㏈と推計される。他のフレキションプレスの振動レベルの最

大値の平均値は、上記（ウ）ｂにおけるのと同じ想定が妥当する。そ

の上で、プレスＡないしＦの振動レベルの最大値の平均値を合成（加

速度の２乗和をレベルにした結果）すると、７０.４㏈と推計される。

これをもとに、プレスＡないしＦが同時に稼働した場合における敷地
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境界における振動レベルのＬ１０は、７０.４㏈から１０を引いた６０.

４㏈程度と推計され、規制基準６５㏈を下回るということができる。 

また、振動レベルの最大値の平均値でみた場合、７０.４㏈と規制基

準を上回るが、既に述べたのと同様の理由により、このような形での

振動が発生する場合は希であるということができる（判断ア（イ）ｂ

同旨）。 

上記ａ及びｂにおける推論は、平成１８年３月２８日、同年１０月

１７日及び平成１９年１月２５日に行われた燕市による振動測定結果

において、Ｌ１０の値で規制基準を超過したのが平成１９年１月２５

日のみであり、超過の程度も２㏈と僅かであったこと（認定事実イ（イ））

とも整合する。 

イ 金属プレス工場の振動による申請人の精神的苦痛の発生を理由とする不

法行為の成否について 

上記アのとおり、金属プレス工場からの振動レベルは、同工場稼働後の

全期間を通じて、設置されている全フレキションプレスを同時稼働させる

という稼働実態よりも厳しい想定のもとにおいても、Ｌ１０の振動レベル

でみると、金属プレス工場と申請人旧宅の敷地境界付近で、当初配置時は

６０.４㏈、プレスＡ移設後配置時では５６.８㏈、現配置時には５５.２㏈

と推計され、いずれも規制基準の範囲内である上に、申請人旧宅における

振動レベルは、上記よりも更に２から３㏈程度低いものであったと推認さ

れる。しかるところ、人体の振動感覚閾値は、５０％の人が感じる振動レ

ベルでおおよそ６０㏈、１０％の人が感じる振動レベルでおおよそ５５㏈

とされていること（認定事実エ（イ））に照らして、Ｌ１０で見ると、申

請人旧宅内での振動レベルは、かなり弱いものであり、健康被害や昼間の

日常生活上の支障を生じさせるものではないということができる。 

次に、振動レベルの最大値の平均値で見ると、当初配置時は、プレスＡ
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のみの稼働によって６８.９㏈、全フレキションプレスの稼働によって７０.

４㏈となり得ることが認められる。もっとも、このような振動が生じる頻

度は多くはなく、一時的なものであり、申請人旧宅では、これよりも２か

ら３㏈程度減衰することを勘案すると、上記の振動の感覚閾値に照らして

も、健康や日常生活上に大きな影響が及ぶ振動とは言い難い。さらに、被

申請人が燕市の改善指導によりプレスＡを移設した後は、敷地境界におけ

る振動レベルの最大値の平均値でみても、規制基準の範囲内にとどまって

おり、希に、一時的に規制基準を僅かに超過したことがあったというに過

ぎない。そうすると、振動レベルの最大値の平均値でみても、健康被害や

昼間の日常生活上の支障を生じさせるものではないということができる。 

以上によれば、申請人が被申請人工場から発生する振動によって、一般

社会生活上受忍すべき程度を超える精神的苦痛を被っていると認めること

はできない。したがって、不法行為の成立を認めることはできない。 

ウ 金属プレス工場の振動による申請人旧宅の損壊を理由とする不法行為

の成否について 

（ア）申請人旧宅は、平成２８年２月１９日時点で、基礎のひび割れ、壁の

割れ、柱の割れ、壁の隙等が生じており、また、令和４年２月３日時点

で、１階南側を中心に、柱に縦に入る割れや壁のひびが生じ、障子戸が

閉まりにくい状態となっており、２階南側を中心に、柱に縦に入る割れ

や壁のひびが生じている状態であった（認定事実イ（オ）及びウ）。そ

こで、これらの損傷が金属プレス工場からの振動によって生じたと認め

られるかについて検討する。 

（イ）木造建築物など耐震性の低い建物について、壁などに軽微なひび割れ・

亀裂が発生しうるのは、振動加速度レベルが９５㏈を超える場合（震度

５弱を超える場合）であり（認定事実エ（ウ））、振動加速度レベルが

９５㏈未満（震度４以下）の場合に、建物に損傷が生じることは考え難
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いとされている。しかるところ、上記アのとおり金属プレス工場からの

振動レベルが最も大きかった期間は当初配置であるから、この時期にお

ける申請人旧宅地点の振動加速度レベルを推計する。 

    まず、被申請人が平成２９年５月３０日から令和元年６月２９日まで

の期間に行った振動測定の結果によれば、振動加速度レベルは、おおむ

ね６３㏈～６９㏈までの間で推移しており、振動加速度レベルが６９㏈

程度の場合、振動レベルの最大値はおおむね６１㏈程度である（認定事

実イ（カ））。上記の被申請人の測定が行われた期間はプレスＡ移設後

配置の時期に該当し、上記ア（ウ）のとおり、この期間においては、プ

レスＡ又はプレスＣによる振動が最も大きいと考えられ、その振動レベ

ルの最大値は６１.６㏈と推計される。そうすると、上記の被申請人によ

る振動測定の結果に記録されている振動レベルの最大値６１㏈程度は、

おおむね移設後のプレスＡ又はＣにより発生したものと考えることがで

き、移設後のプレスＡ又はＣによる敷地境界における振動加速度レベル

はおおむね６９㏈程度であったということができる。 

次に、上記の振動加速度レベルを参照して、当初配置時のプレスＡの

申請人旧宅地点の振動加速度レベルを推計する。移設前におけるプレス

Ａの位置から敷地境界までの距離は、移設後におけるプレスＡの位置か

ら敷地境界までの距離よりも７.５ｍ申請人旧宅に近い位置にあり（認定

事実イ（ウ））、このことを考慮して移設前の位置でプレスＡが稼働し

た場合の敷地境界における振動加速度レベルを計算すると、７６㏈とな

る。さらに、申請人旧宅の振動レベルと敷地境界の振動レベルの差は３

㏈程度となるから（認定事実エ（イ））、申請人旧宅内の振動加速度レ

ベルは、７６㏈から３を引いた７３㏈程度と推計される。そうすると、

フレキションプレスが単体で稼働した場合の申請人旧宅内の振動加速度

レベルは、いずれも９５㏈を大幅に下回る。 
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また、上記ア（エ）ｂのとおり、全てのフレキションプレスが同時に

稼働した場合の振動レベルの最大値の平均値は７０.４㏈であるが、移設

前のプレスＡが単体で稼働した場合の振動レベルの最大値の平均値６８．

９㏈と比較しても１.５㏈程度の差しかないから、フレキションプレスが

複数台稼働した場合であっても、振動加速度レベルが９５㏈を超過する

ことはないということができる。 

現配置及びプレスＡ移設後配置においても、当初配置よりも振動レベ

ルは小さいことから、振動加速度レベルが９５㏈を超過することはない

ということができる。 

なお、被申請人が平成２９年５月３０日から令和元年６月２９日まで

の期間に行った振動測定の結果によれば、振動加速度レベルが７０㏈を

超えた日が６回あり、その値は、平成２９年６月５日の８６.４㏈、同年

８月３０日の７０.７㏈、平成３０年１月４日の７０.２㏈、同月１７日

の７０.５㏈、同月３０日の７０.１㏈、同年２月２７日の７４.３㏈であ

ったことが記録されている（認定事実イ（カ））。しかし、これらの数

値は、落雪や落雷など金属プレス工場以外の発生源による影響の可能性

も否定できず、また、９５㏈を大幅に下回る数値であって、前記の推認

を覆すものではない。 

（ウ）また、地震動を原因として発生する柱の割れは、曲げ破壊を原因とす

る横方向の割れであり、縦方向の割れは、干割れという木材が乾燥する

過程等で生じるものとされているから（乙１〔４頁〕）、上記（ア）の

申請人旧宅に生じた柱の縦割れは、振動によって発生したものとは考え

難い。申請人旧宅は、昭和５１年に新築された木造の一般住宅であり（前

提事実⑴ア）、上記（ア）の各損傷が確認された平成２８年２月１９日

時点において、既に約４０年が経過していた上、申請人旧宅に生じた柱

の割れ、壁の割れ等は、日射による温度と湿度の変化によって膨張や収
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縮の影響を受けやすい南側に多く生じていること（認定事実ウ）も考慮

すると、上記の各損傷は、経年変化によって生じた可能性が高いという

べきである。 

（エ）以上によれば、上記（ア）の各現象が金属プレス工場からの振動によ

り生じたと認めることはできず、不法行為の成立を認めることはできな

い。 

申請人は、金属プレス工場南側（申請人旧宅と反対側）の敷地内通路

にひび割れが生じていたことから、フレキションプレスの振動が道路の

損壊を生じさせる程度の強い振動であったと主張しており、平成２９年

３月４日及び同年８月３１日時点で上記通路にひび割れが生じている

ことを確認できる写真（甲１５）を提出している。しかし、通路の舗装

面にひび割れが発生する原因には、重量車両の走行や経年変化による可

能性が考えられ、上記の判断を覆すに足りない。 

２ 騒音を理由とする不法行為の成否について（争点２） 

 ⑴ 認定事実 

  ア 騒音に関する規制基準等 

（ア）環境基準 

ａ 申請人旧宅及び被申請人工場が所在する地域は準工業地域であり、

環境基本法に基づく環境基準（人の健康を保護し、及び生活環境を保

全する上で維持されることが望ましい基準）における地域類型では、

「Ｃ」に該当し、その環境基準は、次のとおりである。 

      昼間（午前６時から午後１０時まで）６０㏈以下 

      夜間（午後１０時から翌日の午前６時まで）５０㏈以下 

    ｂ 環境基準に照らして騒音レベルを評価する際には、住居等の用に供

される建物の騒音の影響を受けやすい面における騒音レベルによっ

て評価するものとし、時間の区分ごとの全時間を通じた等価騒音レベ
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ルによって評価することを原則としている。 

（イ）規制基準 

ａ 金属プレス工場は、騒音規制法施行令別表第１の１ホ（機械プレス）

を有する工場として騒音規制法２条２項の特定施設を設置する工場

（特定工場等）に該当する。 

金属プレス工場の所在する地域（第３種区域）における騒音規制法

の定める騒音の規制基準（特定工場等の敷地境界での値）は、次のと

おりである。 

朝（午前６時から８時まで）６０㏈ 

昼（午前８時から午後８時まで）６５㏈ 

夕（午後８時から午後１０時まで）６０㏈ 

夜（午後１０時から翌日の午前６時まで）５０㏈ 

ｂ 特定工場等の騒音につき上記ａの規制基準に適合しているかどう

かを測定する場合、騒音レベルの決定は、次のとおりである。 

（ａ）騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示

 値 

（ｂ）騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大

値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均

値 

（ｃ）騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の９

０パーセントレンジの上端の数値（Ｌ５） 

（ｄ）騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大

値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の９０パー

セントレンジの上端の数値 

（ウ）屋内指針 

中央環境審議会の「騒音の評価手法等の在り方について（答申）」（平
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成１０年５月２２日）では、騒音の評価手法としては、等価騒音レベル

（ＬＡｅｑ、Ｔ)が適当である旨示しており、さらに、屋内において１ｍ

の距離でくつろいだ状態で話して１００％明瞭な会話了解度を維持する

上で維持されることが望ましい会話影響に関する屋内騒音レベルの指針

として、一般地域の昼間（午前６時から午後１０時まで）は４５㏈以下

との指針値（以下「屋内指針」という。）を示している。 

イ 関連する事実経過 

（ア）被申請人は、金属プレス工場と申請人旧宅との敷地境界から１.８ｍ程

度離れた位置に、エアコンの室外機２台を設置し、稼働させていた。（職

１〔６頁〕） 

（イ）燕市は、平成１８年３月２８日及び同年１０月１７日に騒音測定を行

い、同日の測定の結果、騒音レベル（Ｌ５）が７７.２㏈となり規制基準

６５㏈を超過したため、被申請人に対して金属プレス工場の窓を閉める

などの改善指導を行った。（甲２１〔２、３５及び３６頁〕） 

（ウ）燕市は、平成１９年１月２５日から平成２４年７月１０日までの間、

７回の騒音測定を行った。測定の結果、騒音レベル（Ｌ５）は、いずれ

も規制基準６５㏈を下回った。（甲２１〔４、５、４２及び４３頁〕） 

（エ）燕市は、平成２４年７月１９日、騒音測定を行い、その結果、室外機

の近い測定地点の騒音レベル（Ｌ５）が６５.１㏈となり、規制基準６５

㏈を超過したため、室外機の音を遮へいする対策をするように被申請人

に改善指導を行った。（甲２１〔３９及び４３頁〕） 

（オ）被申請人は、燕市からの改善指導を受け、平成２４年８月２８日まで

に、室外機２台と申請人旧宅との間についたてを設置した。（職１〔６

頁〕、審問の全趣旨） 

（カ）燕市は、平成２４年８月２８日から平成２５年５月１０日までの間、

１０回の騒音測定を行った。測定の結果、騒音レベル（Ｌ５）は、いず
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れも規制基準を下回った。（甲２１〔４０ないし５５頁〕） 

（キ）燕市は、平成２５年７月１日、騒音測定を行い、その結果、騒音レベ

ル（Ｌ５）が６７.１㏈と規制基準６５㏈を超過したため、プレス作業時

に窓及びシャッターを閉めるなどの改善指導を行った。（甲２１〔５１

頁〕、審問の全趣旨） 

（ク）燕市は、平成２５年９月４日、騒音測定を行い、その結果、室外機に

近い測定地点の騒音レベル（Ｌ５）が６９.７㏈となり、規制基準６５㏈

を超過したため、室外機について改善指導を行った。（甲２１〔５１頁〕） 

（ケ）被申請人は、燕市からの改善指導を受けて、平成２５年９月２４日ま

でに室外機２台のうち１台を、平成２９年５月頃までに残りの１台を、

金属プレス工場と申請人旧宅との敷地境界から３.８ｍ程度離れた位置

に移設した。（甲１５、甲２１〔５１頁〕、甲３０、職１〔６頁〕、審

問の全趣旨） 

（コ）燕市は、平成２５年９月２４日、同年１２月２６日、平成２６年３月

４日、騒音測定を行った。その結果、騒音レベル（Ｌ５）は、いずれも

規制基準６５㏈を下回った。（甲２１〔５２ないし５５頁〕） 

ウ 事務局による騒音測定 

（ア）騒音測定の概要 

事務局は、令和４年９月６日、金属プレス工場と申請人旧宅との敷地

境界２か所、室外機近傍及び申請人旧宅１階洋室にそれぞれ騒音計を設

置し、プレスＡ、Ｄ及びＦ並びに室外機を対象として、稼働時の騒音測

定を実施した。フレキションプレスの稼働条件は、振動測定と同一であ

る。（職２〔１ないし３頁〕） 

（イ）測定結果の概要 

ａ 敷地境界におけるフレキションプレス稼働時の騒音レベルの最大値

の平均値は、プレスＡは５９.１㏈であり、プレスＤは５３.５㏈であ
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り、プレスＦは４８.３㏈であり、フレキションプレス非稼働時の等価

騒音レベル（暗騒音レベル）は、４７.５㏈であった。（職２〔２６な

いし２８頁〕） 

申請人旧宅内における各フレキションプレスの稼働５回を含む時

間帯の等価騒音レベルは、最大で３８.４㏈であり、フレキションプレ

スの非稼働時の申請人旧宅内の等価騒音レベル（暗騒音レベル）は、

３５.７㏈であった。（職２〔２９頁〕） 

ｂ 室外機２台を稼働した際の機器近傍における等価騒音レベルは、６

６.１㏈であり、非稼働時の等価騒音レベル（暗騒音レベル）は、５１.

６㏈であった。（職２〔２９頁〕） 

 ⑵ 判断 

ア フレキションプレスによる騒音について 

（ア）評価方法について 

特定工場等の騒音につき規制基準に適合しているかどうかを測定す

る場合の騒音レベルの決定は、金属プレス工場の通常の操業状態を前提

とする必要があり、フレキションプレスによる騒音は、振動と同じく、

騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合に該当するというこ

とができるから、測定値の９０パーセントレンジの上端の数値（Ｌ５）

を採用することが相当である。 

ただし、特定のフレキションプレスによる騒音のみが大きいと考えら

れる場合は、騒音計の指示値の最大値の平均値を採用することも考えら

れ、この場合、評価値は、上記の騒音レベルの決定の中で、最も大きい

値となるから、Ｌ５はこれよりも低くなり、最大値の平均値が規制基準

を満たすのであれば、Ｌ５を採用したとしても規制基準を満たすという

ことができる。 

（イ）令和３年８月３１日から現時点まで（現配置） 
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ａ 規制基準に照らした評価 

（ａ）フレキションプレスが単体で稼働した場合の騒音レベル 

事務局による騒音測定によれば、最も騒音が大きいプレスＡを稼働

した際の敷地境界における騒音レベルの最大値の平均値は５９.１㏈

であり（認定事実ウ（イ））、規制基準６５㏈を下回る。プレスＡの

圧力能力は、プレスＢ、Ｄ、Ｅ及びＦよりも大きいから、フレキショ

ンプレスが単体で稼働した場合の騒音レベルは、いずれも規制基準を

下回る。 

（ｂ）フレキションプレスが複数台稼働した場合の騒音レベル 

  事務局による騒音測定の結果によれば、敷地境界における騒音レベ

ルの最大値の平均値は、プレスＡは５９.１㏈、プレスＤは５３.５㏈、

プレスＦは４８.３㏈である（認定事実ウ（イ））。プレスＢは、プレ

スＤと同じ５３.５㏈、プレスＥは、プレスＡと同じ５９.１㏈と想定

される。 

  その上で、プレスＡ、Ｂ、Ｄ、Ｅ及びＦの騒音レベルの最大値の平

均値を合成（加速度の２乗和をレベルにした結果）すると、６３.３㏈

と推計され、規制基準６５㏈を下回る。 

    

    

    ｂ 環境基準に照らした評価 

  金属プレス工場からの騒音レベルを環境基準に照らして評価する

場合、昼間（午前６時から午後１０時まで）の全時間を通じた等価騒

音レベル（Ｌｅｑ）によって評価する必要がある（認定事実ア（ア））。 

Ｌ５が最大値の平均値を超えないことは上記（ア）のとおりであり、

また、Ｌ５から等価騒音レベルを推計する場合、騒音レベルの変動パ

ターンにより、変換量は異なるものの、道路交通騒音の変動に類似す

ると考えると、Ｌ５から７を引くことにより推計し得る。最も騒音レ

ベルが大きくなるのは全フレキションプレスが同時に稼働した場合で
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あるが、この場合のＬ５は最大値の平均値である６３.３㏈を超えるこ

とはなく、等価騒音レベルは、６３.３㏈から７を引いた５６.３㏈を

超えることはないと推計できる。さらに、事務局による測定結果によ

れば、フレキションプレスの非稼働時の等価騒音レベル（暗騒音レベ

ル）は４７.５㏈であるから（認定事実ウ（イ））、被申請人工場の操

業時間である午前８時２０分頃から午後５時３０分頃までを除く時間

帯における等価騒音レベルは、４７.５㏈程度ないしそれ以下のレベル

であると考えられる。そうすると、昼間（午前６時から午後１０時ま

で）の等価騒音レベルは、環境基準６０㏈を下回る。 

    ｃ 屋内指針に照らした評価 

金属プレス工場からの騒音レベルを屋内指針に照らして評価する

場合、昼間（午前６時から午後１０時まで）の等価騒音レベルをもっ

て評価する必要がある（認定事実ア（ウ））。 

事務局による測定結果によれば、フレキションプレスが単体で稼働

した場合の申請人旧宅内の等価騒音レベルは、最大で３８.４㏈であり、

フレキションプレスの非稼働時の申請人旧宅内の等価騒音レベル（暗

騒音レベル）が３５.７㏈であるから（認定事実ウ（イ））、被申請人

工場の操業時間を除く時間帯における等価騒音レベルは、３５.７㏈程

度ないしそれ以下のレベルとなる。そうすると、フレキションプレス

が複数台稼働した場合を考慮しても、申請人旧宅内における等価騒音

レベルは、屋内指針４５㏈を下回る。 

（ウ）平成１９年４月６日から令和３年８月３０日まで（プレスＡ移設後配

置） 

  ａ 規制基準に照らした評価 

（ａ）フレキションプレスが単体で稼働した場合の騒音レベル 

事務局による騒音測定によれば、最も騒音が大きいプレスＡを稼
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働した際の敷地境界における騒音レベルの最大値の平均値は５９.

１㏈であり、規制基準６５㏈を下回る。そうすると、フレキション

プレスが単体で稼働した場合の騒音レベルは、いずれも規制基準を

下回る。 

（ｂ）フレキションプレスが複数台稼働した場合の騒音レベル 

プレスＡ、Ｂ、Ｄ、Ｅ及びＦの敷地境界における騒音レベルの最

大値の平均値の想定は、上記（イ）ａ（ｂ）のとおりである。ま

た、プレスＣの圧力能力は、プレスＡと同等であると推認される

から、騒音レベルの最大値の平均値は、プレスＡと同じと想定さ

れる。 

その上で、プレスＡないしＦの騒音レベルの最大値の平均値を

合成（加速度の２乗和をレベルにした結果）すると、６４.７㏈と

推計され、規制基準６５㏈を下回る。 

この推計は、平成１９年４月６日から平成２６年３月４日まで

に行われた燕市による騒音測定結果において、平成２５年７月１

日にフレキションプレスによる騒音が原因で６７.１㏈を記録し

た日を除き、いずれも規制基準６５㏈を下回ったこと（認定事実

イ（ウ）ないし（コ））に照らしても、相当である。 

    ｂ 環境基準に照らした評価 

   最も騒音レベルが大きくなるのは全フレキションプレスが同時に

稼働した場合であるところ、上記（イ）ｃと同じく、等価騒音レベ

ルは、最大値の平均値６４.７㏈から７を引いた５７.７㏈を超える

ことはないと推計される。加えて、環境基準の評価対象となる午前

６時から午後１０時までの時間帯のうち、被申請人工場の操業時間

を除く時間帯の等価騒音レベルは、暗騒音レベルである４７.５㏈

程度ないしそれ以下のレベルに低下することも考慮すれば、昼間

    



27 

 

（午前６時から午後１０時まで）の等価騒音レベルは、環境基準６

０㏈を下回るということができる。 

     ｃ 屋内指針に照らした評価 

  上記（イ）ａ及び（ウ）ａのとおり、フレキションプレスが複数

台稼働した場合の敷地境界における騒音レベルの最大値の平均値

は、現配置において６３.３㏈であり、プレスＡ移設後配置において

６４.７㏈である。両者の差が１.４㏈程度であることに照らせば、

プレスＡ移設後配置においても、申請人旧宅内の等価騒音レベルは、

屋内指針４５㏈を下回るということができる。 

     

（エ）平成１９年４月６日より前（当初配置） 

ａ 規制基準に照らした評価 

（ａ）フレキションプレスが単体で稼働した場合の騒音レベル 

圧力能力が最も大きいと考えられるプレスＡ及びＣのうち、申

請人旧宅により近い位置にあり、騒音レベルが最も大きいと考え

られるプレスＡの敷地境界における騒音レベルを推計する。 

まず、最大値の平均値を推計すると、移設前の位置から敷地境

界までの距離は、移設後の位置よりも７.５ｍ申請人旧宅に近い

位置にあるから、騒音の距離減衰を考慮する必要があり、その結

果、プレスＡが移設前の位置で稼働した場合の敷地境界における

騒音レベルの最大値の平均値は６３.８㏈となり、規制基準６５

㏈を下回る。したがって、フレキションプレスが単体で稼働した

場合の騒音は、おおむね規制基準６５㏈を下回る。 

（ｂ）フレキションプレスが複数台稼働した場合の騒音レベル 

   敷地境界における騒音レベルの最大値の平均値は、プレスＡが

６３.８㏈、プレスＤが５３.５㏈、プレスＦが４８.３㏈、プレス

ＢがプレスＤと同じ５３.５㏈、プレスＣ及びＥが、移設後のプレ
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スＡと同じ５９.１㏈と想定される。 

その上で、プレスＡないしＦの騒音レベルの最大値の平均値を

合成（加速度の２乗和をレベルにした結果）すると、全フレキシ

ョンプレスが同時に稼働した場合の敷地境界における騒音レベ

ルの最大値の平均値は、６６.６㏈と推計され、規制基準を上回

る。しかし、既に述べたとおり（上記１⑵ア（イ）ｂ参照）、金

属プレス工場における通常の作業工程を前提とすると、そもそも

全フレキションプレスが同時に稼働し、かつ、これらの騒音レベ

ルが同時に最大値となる頻度は少ないと考えられる上、上記の推

計は、最も振動が生じやすい真鍮を用いた測定データを使用し、

かつ、プレスＥの圧力能力を実際よりも過大に評価して行ったも

のであることを考慮すると、実際には、騒音レベルの最大値の平

均値が規制基準６５㏈を超過するとしても一時的なものであり、

その頻度は希で、超過の程度も僅かであるといえる。 

燕市が平成１８年３月２８日から平成２６年３月４日までの

間に２５回行った騒音測定結果によれば、フレキションプレスに

よる騒音が原因で騒音レベル（Ｌ５）が規制基準６５㏈を超過し

たのは、平成１８年１０月１７日の７７.２㏈及び平成２５年７

月１日の６７.１㏈の２回のみであり、その他はいずれも規制基

準６５㏈を下回っていたこと（認定事実イ（イ）ないし（コ））

からしても、移設前後を通じて、フレキションプレスの騒音レベ

ル（Ｌ５）はおおむね規制基準６５㏈を下回っていたということ

ができる。 

したがって、フレキションプレスが複数台稼働した場合の騒音

レベルは、おおむね規制基準６５㏈を下回る。 

     ｂ 環境基準に照らした評価 
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       上記（イ）ｂと同じく、全フレキションプレスが同時稼働した場

合の等価騒音レベルは、最大値の平均値６６.６㏈から７を引いた

５９.６㏈を超えることはない。加えて、環境基準の評価対象となる

午前６時から午後１０時までの時間帯のうち、被申請人工場の操業

時間を除く時間帯の等価騒音レベルは、暗騒音レベルである４７.

５㏈程度ないしそれ以下のレベルに低下することも考慮すれば、昼

間（午前６時から午後１０時まで）の等価騒音レベルは、環境基準

６０㏈を下回る。 

     c 屋内指針に照らした評価 

上記（イ）ａ及び（エ）ａのとおり、フレキションプレスが複数

台稼働した場合の敷地境界における騒音レベルの最大値の平均値

は、現配置において６３.３㏈であり、当初配置において６６.６㏈

である。両者の差が３㏈程度であることに照らせば、当初配置にお

ける申請人旧宅内の等価騒音レベルは、現配置と同じく、屋内指針

４５㏈を下回る。 

イ 室外機による騒音について 

（ア）室外機２台は、金属プレス工場と申請人旧宅との敷地境界から１.８

ｍ程度離れた位置に設置されており、平成２４年８月２８日までに室

外機２台と申請人旧宅との間についたてが設置され、平成２５年９月

２４日までに室外機２台のうち１台が金属プレス工場と申請人旧宅

との敷地境界から３.８ｍ程度離れた位置に移設され、平成２９年５

月頃に残りの１台が移設されている（認定事実イ（ア）、（オ）及び

（ケ））。そのため、室外機が２台とも移設前の位置に設置され、か

つ、ついたてが設置されていなかった平成２４年８月２８日以前（室

外機当初配置）、ついたてが設置されていた平成２４年８月２９日か

ら平成２５年９月２４日までの期間（ついたて設置後）及び室外機が

   



30 

 

移設された同日以降（室外機現配置）に分けて騒音レベルを検討する。 

（イ）平成２４年８月２８日以前（室外機当初配置時） 

室外機当初配置における、申請人旧宅における室外機の等価騒音レ

ベルを推計する。 

事務局による測定結果によれば、室外機が金属プレス工場と申請人

旧宅との敷地境界から３.８ｍ程度離れた位置にあった場合の室外機

近傍での等価騒音レベルは６６.１㏈である（認定事実ウ（イ））。移

設前の室外機は金属プレス工場と金型倉庫に挟まれた位置にあり（認

定事実イ（ア））、２回音が反射することによる影響や金属プレス工場

の壁により音源が見渡せないことによる回折効果の影響が見込まれる

こと並びに敷地境界から申請人旧宅までの距離が２.６ｍ程度である

こと（前提事実⑴ウ）を考慮すると、申請人旧宅における室外機の等

価騒音レベルは、５３㏈と推計される。したがって、環境基準６０㏈

を下回る。 

また、申請人旧宅内における等価騒音レベルは、一般的な建物自体

の遮音効果によりさらに低減すると考えられるから、屋内指針４５㏈

を下回るということができる。 

（ウ）平成２４年８月２９日から平成２５年９月２４日まで（ついたて設

置後） 

ついたて設置後における、申請人旧宅における室外機の等価騒音レ

ベルは、ついたてにより騒音が５㏈程度低減すると考えられることか

ら、４８㏈と推計される。したがって、環境基準６０㏈を十分に下回

る。 

また、申請人旧宅内における等価騒音レベルは、一般的な建物自体

の遮音効果によりさらに低減すると考えられるから、屋内指針４５㏈

を下回るということができる。 
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（エ）平成２５年９月２５日から現在まで（室外機現配置時） 

    上記（ア）のとおり、室外機２台は、移設前よりも２ｍ申請人旧宅

から離れた位置に移設されているから、申請人旧宅における等価騒音

レベルは、距離減衰の影響により移設前よりも低下する。したがって、

申請人旧宅及び申請人旧宅内における等価騒音レベルは、上記（イ）

及び（ウ）の場合よりも、さらに低下するから、環境基準６０㏈及び

屋内指針４５㏈を下回る。 

  

ウ 以上によれば、被申請人工場からの騒音は、申請人旧宅及び被申請人

工場所在地の地域環境を踏まえて定められた環境基準及び騒音規制法

に基づく規制基準並びに屋内指針を超過するには至っておらず、騒音の

ピークレベルが規制基準を超過することがあったとしても、その頻度は

希で、一時的なものであり、申請人旧宅内において健康被害や日常生活

上の支障を生じさせる程度のものではなかったということができる。 

   したがって、申請人が被申請人工場からの騒音によって一般社会生活

上受忍すべき程度を超える被害を被っていると認めることはできず、そ

うすると、被申請人について騒音を理由とする不法行為の成立を認める

ことはできない。 

  

３ 悪臭及び大気汚染を理由とする不法行為の成否について（争点３） 

 ⑴ 認定事実 

  ア 規制基準等 

（ア）申請人工場が所在する地域は、悪臭防止法３条の規制地域に該当し、

同法４条２項及び「悪臭防止法による規制地域及び規制基準の指定」（新

潟県告示第２１４８号）に基づき、臭気指数により、敷地境界における

規制基準（以下「１号基準」という。）並びに事業場の排出口における

規制基準（以下「２号基準」という。）が定められている。被申請人工

場が所在する地域（第２種区域）に適用される１号基準は、臭気指数１
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２である。２号基準は、排出口の高さ、規模等に応じて個別に算出され

る。 

（イ）上記（ア）の臭気指数による規制基準は、下記の６段階臭気強度表示

法における臭気強度２.５から３.５までの範囲で定めることとされてい

る。臭気強度２.５は臭気指数１０～１５、臭気強度３は臭気指数１２～

１８、臭気強度３.５は臭気指数１４～２１に相当する。 

臭気強度 判定の目安 

０ 無臭 

１ やっと感知できるにおい（検知閾値） 

２ 何のにおいであるか分かる弱いにおい（認知閾値） 

３ 楽に感知できるにおい 

４ 強いにおい 

５ 強烈なにおい 

（ウ）被申請人が使用する有機溶剤に含まれるトルエン、キシレン、酢酸エ

チル及びメチルイソブチルケトンは、悪臭防止法２条、同法施行令１条

の特定悪臭物質に該当する。（乙１２ないし１６） 

（エ）被申請人が使用する有機溶剤に含まれるトルエン、キシレン、酢酸エ

チル、メチルイソブチルケトン、メチルエチルケトン及び１-ブタノール

は、労働安全衛生法施行令別表第６の２及び有機溶剤中毒予防規則１条

１項４号の第２種有機溶剤に該当し、エチルベンゼン及びメチルイソブ

チルケトンは、労働安全衛生法施行令別表第３及び特定化学物質障害予

防規則２条１項７号に定める特定化学物質に該当する。（甲３６） 

  イ 関連する事実経過 

 （ア）被申請人は、昭和６３年１月３０日に金属プレス工場を新設後、金属

プレス工場において、金型製造工程、金属加工プレス工程並びに有機溶

剤を使用した塗装及び乾燥工程を行っていたが、平成５年７月１７日に
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本社建屋を新設して以降、プレハブ及び塗装室において、塗装及び乾燥

工程を行うこととなった。（審問の全趣旨） 

  （イ）塗装室内には、塗装ブース及び乾燥機があり、塗装室内の排気は、排

気口からダクトを通じて本社建屋の屋上に設置された２か所の排気口

（以下「屋上排気口」という。）から排出されていた（以下「本件局所

排気装置」という。）。プレハブ内の排気は、一部が換気扇によりその

まま排出され、一部が本件局所排気装置により排出されていた。（職１

〔１７及び２３頁〕 

（ウ）燕市は、平成１８年３月２８日から平成１９年７月１２日までの間、

４回にわたり本社建屋からの臭気確認を行い、その結果、平成１９年４

月２８日及び同年７月１２日に、揮発性有機塩素系化合物と思われる臭

気を確認した。（甲２１〔６及び７頁〕） 

（エ）被申請人は、遅くとも平成１８年９月頃までに、屋上排気口に臭気減

少筒を新設した。（審問の全趣旨） 

（オ）新潟県ｉ研究所は、燕市の依頼により、平成１９年９月５日、臭気判

定士による臭気測定を実施した。（甲２１〔８ないし１１頁〕） 

上記測定において、屋上排気口から採取された検体の臭気指数は２４

及び２６であり、２号基準である臭気指数２６を超過しなかった。なお、

敷地境界付近では臭気が感じられなかったことから、敷地境界での検体

の採取は行われなかった。（甲２１〔８ないし１１頁〕、審問の全趣旨） 

（カ）新潟県ｉ研究所は、燕市の依頼により、平成２０年９月１７日、被申

請人に対する事前通知なしに、臭気判定士による臭気測定を実施した。

（甲２１〔２５ないし２７頁〕） 

上記測定において、プレハブの換気扇から採取された検体の臭気指数

は２０であり、２号基準である臭気指数２２を超過しなかった。（甲２

１〔２５ないし２７頁〕、審問の全趣旨） 



34 

 

（キ）被申請人は、遅くとも令和元年６月頃までに、臭気減少筒の高さを３

ｍから４ｍにかさ上げした。（審問の全趣旨） 

ウ 事務局による測定 

（ア）事務局は、令和４年９月６日午後０時から午後５時まで、屋上排気口

において、ガス検知器を使用したトルエン濃度の測定を行った。その結

果、トルエンが検知されたのは、塗装室で塗装作業が行われた令和４年

９月６日午後３時１８分から午後３時４５分までの間であった。（職２

及び職５） 

事務局は、上記の測定と並行して、臭気指数の測定及び特定悪臭物質

等の濃度測定のため、本社建屋と申請人旧宅との敷地境界及び屋上排気

口から検体を２回ずつ採取し、ガス検知器でトルエンが検知された時間

帯に近い時間帯の検体として、屋上排気口については午後３時２５分に

採取した検体を、敷地境界については午後４時１３分に採取した検体を

それぞれ試料として分析した。各検体の採取時、屋上排気口では明らか

な有機溶媒臭が感じられ、敷地境界では有機溶媒臭が感じられなかった。

（職２及び職５） 

測定時は南寄りの風があり、午後３時以降の風速は約２～４ｍ/ｓで推

移した。（職２〔３４頁〕） 

なお、申請人旧宅及び被申請人工場が所在する地域は、悪臭防止法４

条２項に基づく臭気指数の設定による規制対象区域であり、同法４条１

項に基づく特定悪臭物質の濃度による規制対象区域ではないものの、本

社建屋からの排気に含まれるトルエン、キシレン、酢酸エチル及びメチ

ルイソブチルケトンが特定悪臭物質に該当することから、これらの濃度

測定を実施したものである。（職２及び職５） 

（イ）臭気指数測定の結果 

上記（ア）の各検体の臭気指数の測定結果、屋上排気口の検体の臭気
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指数は２５であり、２号基準である２６を下回っており、敷地境界の検

体の臭気指数は１０未満であり、１号基準である１２を下回っていた。

（職２〔３５頁〕） 

（ウ）特定悪臭物質測定の結果 

上記（ア）の各検体の濃度測定の結果は、次のとおりである。なお、

酢酸エチルは、敷地境界において定量下限値（１.０μg/m3）未満であっ

た。（職２〔３６頁〕） 

  屋上排気口 敷地境界 

  μg/m3 ppm μg/m3 ppm 

トルエン 86,000  22 9.6 0.0025 

キシレン 21,000  4.8 1.4 0.00032 

酢酸エチル 4,600  1.3 ＜1.0 ＜0.00030 

メチルイソブ

チルケトン 1,100  0.26 1.1 0.00026 

（エ）特定悪臭物質以外の大気汚染物質の測定結果 

屋上排気口の試料から、上記（ウ）のほかに特定化学物質であるエチ

ルベンゼン、メチルエチルケトン及び１-ブタノールが検出され、敷地境

界の試料から、1,2,4-トリメチルベンゼン、デカン及びドデカンが検出

された。その測定結果及びこれをトルエンに換算した濃度は、次のとお

りである。（職２〔３６頁〕） 

  屋上排気口 敷地境界 

  ppm μg/m3 ppm μg/m3 

エチルベンゼン 7.8  30,000  － 

メチルエチルケ

－ 
トン 2.5  9,400  

1-ブタノール 2.1  7,900  － 
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1,2,4-トリメチ
－ 

ルベンゼン 0.00057 2.2 

デカン － 0.00055 2.1 

ドデカン － 0.00052 2.0 

エ トルエン及びキシレンについての大気拡散シミュレーション結果 

事務局は、屋上排気口においてトルエンが検知された時間帯が午後３時

１８分から午後３時４５分までであるのに対し、分析に使用した敷地境界

での試料の採取時間帯が午後４時７分から午後４時３７分までであり、敷

地境界で採取された試料は屋上排気口でトルエンが検知された時間帯の濃

度が適切に反映されていない可能性があることから、低煙源工場拡散モデ

ル（ＭＥＴＩ－ＬＩＳ）による大気拡散シミュレーションを行った。（職

３及び職５） 

  上記シミュレーションでは、屋上排気口の濃度が高かったトルエン及び

キシレンを対象とし、事務局による調査時と同じ条件である屋上排気口か

ら２２ppmのトルエン及び４.８ppmのキシレンが排出された場合の敷地境

界及び申請人旧宅玄関における長時間暴露濃度（１年間の平均値濃度）及

び短時間暴露濃度（１時間濃度）を推計した。風向は、申請人旧宅側への

影響が最も大きくなると考えられる南南西（屋上排気口から敷地境界方向）

及び南西（屋上排気口から申請人旧宅（玄関）方向）とし、風速は、事務

局による測定時の平均風速を想定した。（職３及び職５） 

   

シミュレーションの結果は次のとおりである。（職３及び職５） 

物質名 敷地境界 申請人旧宅（玄関） 備考 

 ppm ppm  

ト

ル

エ

長期 0.01012 0.004613  

短期 0.07691 0.01216 風向:SSW 

風速3.4m/s 



37 

 

ン 短期 0.05822 0.03473 風向:SW 

風速3.4/s 

キ

シ

レ

ン 

長期 0.002144 0.0009769  

短期 0.01629 0.002576 風向:SSW 

風速3.4m/s 

短期 0.01233 0.007356 風向:SW 

風速3.4m/s 

 ⑵ 悪臭についての判断 

 ア 平成１８年９月以降の排気について 

本件局所排気装置について、遅くとも平成１８年９月頃に屋上排気口に

臭気減少筒が新設され、令和元年６月頃までに臭気減少筒の高さが１ｍか

さ上げされた。そこでまず、平成１８年９月以降の排気について検討する。 

２号基準への適合性を検討するに、既に認定したとおり、新潟県ｉ研究

所が平成１９年９月５日に実施した臭気測定の結果、屋上排気口からの排

気について２号基準である臭気指数２６を超過しなかったこと（認定事実

イ（オ））、同研究所が平成２０年９月１７日に実施した臭気測定の結果、

本社建屋の換気扇からの排気について２号基準である臭気指数２２を超

過しなかったこと（認定事実イ（カ））、事務局が令和４年９月６日に実

施した臭気測定の結果、屋上排気口からの排気について２号基準である臭

気指数２６を超過しなかったこと（認定事実ウ（イ））からすれば、本社

建屋からの排気は、２号基準を満たしているということができる。 

次に、１号基準への適合性を検討する。トルエンについて、悪臭防止法

４条１項に基づき特定悪臭物質の濃度の設定による規制を行う場合、臭気

強度１（やっと感知できるにおい（検知閾値））に相当する濃度は０.９

ppm と設定されており、また、トルエンの検知閾値として報告されている

最小値は０.１６ppm である。１号基準である臭気指数１２は臭気強度２.
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５に相当する値として設定されているから、本社建屋からの排気の濃度が

これらの検知閾値を下回る場合には、１号基準である臭気指数１２を下回

るということができる。事務局によるシミュレーション結果によれば、ト

ルエンの敷地境界における長時間暴露濃度は０．０１０１２ppm であり、

短時間暴露濃度は、風向が南南西の場合０．０７６９１ppm であり、風向

が南西の場合０．０５８２２ppm となり（認定事実エ）、いずれも、臭気

強度１に相当する濃度を大幅に下回るだけでなく、検知閾値として報告さ

れている最小値を下回る。また、キシレンについて、悪臭防止法４条１項

に基づき特定悪臭物質の濃度の設定による規制を行う場合、臭気強度１に

相当する濃度は０.１ppm と設定されており、キシレンの検知閾値として

報告されている最小値が０．０４１ppm である。そして、事務局によるシ

ミュレーション結果によれば、キシレンの敷地境界における長時間暴露濃

度は０．００２１４４ppm であり、短時間暴露濃度は風向が南南西の場合

０．０１６２９ppm であり、風向が南西の場合０．０１２３３ppm となり

（認定事実エ）、これによれば、いずれも臭気強度１に相当する濃度を大

幅に下回るだけでなく、検知閾値として報告されている最小値を下回る。 

上記のとおり屋上排気口からの排気に含まれる成分のうち、特に濃度の

高いトルエン及びキシレンについて検知閾値を下回る濃度となっている

ことからすれば、本社建屋からの排気は１号基準を満たすということがで

きる。 

以上によれば、平成１８年９月以降の本社建屋からの排気は、悪臭防止

法に基づく規制基準を超過しないということができる。風速や風向といっ

た気象条件により、敷地境界において検知できる程度の臭気が到達する可

能性は否定できないが、長期間暴露濃度の推計値が検知閾値として報告さ

れている最小値を下回っていることからすれば、そもそも検知できる程度

の臭気が敷地境界に到達する頻度は少ないということができ、また、臭気
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の程度も１号基準である臭気指数１２を超過しないと考えられるから、上

記の可能性があるとしても、臭気は許容できるレベルにある。 

イ 平成１８年９月以前の排気について 

  上記のとおり、平成１９年９月５日の臭気測定、平成２０年９月１７日

の臭気測定及び令和４年９月６日の事務局による測定の結果によれば、屋

上排気口からの排気又は本社建屋の換気扇からの排気が、２号基準と同じ

又は近い数値であったことは上記アのとおりである。そうすると、平成１

８年９月に臭気減少筒を新設する以前において、本社建屋からの排気が２

号基準を超過していた可能性があることは否定できず、また、敷地境界に

より強い臭気が到達していた可能性があることは否定できない。 

しかし、上記アのとおり、事務局によるシミュレーション結果によれば、

トルエン及びキシレンについての敷地境界及び申請人旧宅玄関における

長時間暴露濃度及び短時間暴露濃度は、いずれも検知閾値として報告され

ている最小値を下回る。そうすると、臭気減少筒の設置がなかった場合で

あっても、直ちに１号基準を超過する程度の臭気が敷地境界に到達してい

たと推認することはできず、その他に、当時、１号基準を超過する程度の

臭気が排出されていた事実を認めるに足りる証拠はない。そうすると、平

成１８年９月以前における本社建屋からの排気について、許容できる限度

を超えていたと認めることはできない。 

 ⑶ 大気汚染による健康被害の可能性についての判断 

ア 平成１８年９月以降の排気について 

（ア）短時間暴露による影響について 

ａ トルエン 

  事務局によるシミュレーション結果によれば、トルエンの敷地境界

における短時間暴露濃度は、風向が南南西の場合０．０７６９１ppm で

あり、風向が南西の場合０．０５８２２ppm と推計される（認定事実
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エ）。これらの値は、トルエンのＡＥＧＬ-１（米国環境保護庁が定め

る急性暴露ガイドライン濃度（ＡＥＧＬ）のうち、「不快レベル」に

相当し、感受性の高いヒトも含めた公衆に著しい不快感や、兆候や症

状の有無にかかわらない可逆的影響を増大させる空気中濃度閾値であ

り、これらの影響は、身体の障害にはならず一時的で曝露の中止によ

り回復するとされている濃度）における６０分値である６７ppm を下

回るから、健康影響が生じる程度とは認められない。 

ｂ キシレン 

事務局によるシミュレーション結果によれば、キシレンの敷地境界

における短時間暴露濃度は、風向が南南西の場合０．０１６２９ppm で

あり、風向が南西の場合０．０１２３３ppm と推計される（認定事実

エ）。これらの値はキシレンのＡＥＧＬ-１における６０分値である１

３０ppm を下回るから、健康影響が生じる程度とは認められない。 

ｃ メチルイソブチルケトン 

事務局による測定結果によれば、屋上排気口でトルエン濃度が高か

った時間帯のトルエン濃度は２２ppm であるのに対し、メチルイソブ

チルケトン濃度は０.２６ppm であり（認定事実ウ（ウ）及び（エ））、

メチルイソブチルケトンはトルエンの約８４分の１程度の濃度で推移

しているに過ぎない。欧州連合の職業暴露基準の短時間暴露限界値（Ｓ

ＴＥＬ）において、トルエンの１５分値が１００ppm とされ、メチル

イソブチルケトンの１５分値が５０ppm と定められていることを踏ま

えると、メチルイソブチルケトンの濃度は、ＡＥＧＬ-１に相当する濃

度を下回るということができるから、健康影響が生じる程度とは認め

られない。 

（イ）長時間暴露による影響について 

ａ 各指針値 
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世界保健機関、厚生労働省、米国環境保護庁及びドイツ連邦環境庁が

定めている長期間暴露を対象とする空気中濃度の指針値は別紙３のと

おりであり、これらの指針値に照らして、長時間暴露による影響を検討

する。 

ｂ トルエン 

事務局によるシミュレーション結果によれば、トルエンの敷地境界に

おける長期間暴露濃度は０.０１０１２ppm、申請人旧宅における長期間

暴露濃度は０.００４６１３ppm と推計される（認定事実エ）。いずれ

も、別紙３における最も低い指針値０.０６８ppm を下回るから、長時間

暴露による健康影響が生じる程度とは認められない。 

ｃ キシレン 

事務局によるシミュレーション結果によれば、キシレンの敷地境界に

おける長期間暴露濃度は０.００２１４４ppm、申請人旧宅における長期

間暴露濃度は０.０００９７６９ppm と推計される（認定事実エ）。いず

れも別紙３における最も低い指針値０.０２３ppm を下回るから、長時間

暴露による健康影響が生じる程度とは認められない。 

ｄ メチルイソブチルケトン 

事務局による測定結果によれば、屋上排気口でトルエン濃度が高かっ

た時間帯のトルエン濃度は２２ppm であるのに対し、メチルイソブチル

ケトン濃度は０.２６ppm であり、トルエンの約８４分の１の濃度となり、

相当低い数値で推移している（認定事実ウ（ウ）及び（エ））。そのた

め、敷地境界におけるメチルイソブチルケトンの長時間暴露濃度は、ト

ルエンの敷地境界における長期間暴露濃度０.０１０１２ppm 及び申請

人旧宅における長期間暴露濃度０.００４６１３ppm を超えることはな

いと推計される。これらの値は、いずれも別紙３における最も低い指針

値０.０２４ppm を下回るから、長時間暴露による健康影響が生じる程度



42 

 

とは認められない。 

ｅ 1,2,4-トリメチルベンゼン、デカン及びドデカン 

事務局による測定結果及びシミュレーション結果によれば、敷地境界

におけるトルエン濃度の測定結果は０.００２５ppm であるのに対し、敷

地境界におけるトルエンの長期間暴露濃度の推計結果は０.０１０１２p

pm となり、事務局による測定時のトルエン濃度は年平均値の約４分の１

であったということになる（認定事実ウ（ウ）及びエ）。これに加え、

事務局による測定時の敷地境界における 1,2,4-トリメチルベンゼン、デ

カン及びドデカンの濃度が０.０００５２～０.０００５７ppm であった

こと（認定事実ウ（エ））を踏まえると、敷地境界における 1,2,4-トリ

メチルベンゼン、デカン及びドデカンの長期間暴露濃度は、０.０００５

２～０.０００５７ppm の数倍程度の範疇で推移するということができ、

ちゅう

仮に１０倍の範 疇 で推移すると想定しても０.００５２～０.００５７

ppm 程度となる。この値は、別紙３における 1,2,4-トリメチルベンゼン

についての最も低い指針値０.０１２ppm 並びにデカン及びドデカンに

ついての最も低い指針値０.０４１ppm をいずれも下回るから、長時間暴

露による健康影響が生じる程度とは認められない。 

ｆ エチルベンゼン、メチルエチルケトン及び１-ブタノール 

事務局による測定結果によれば、エチルベンゼン、メチルエチルケト

ン及び１-ブタノールは、事務局による測定時、屋上排気口では検出され

たものの、敷地境界では検出されなかった物質である（認定事実ウ（エ））

から、敷地境界におけるエチルベンゼン、メチルエチルケトン及び１-ブ

タノールの長時間暴露濃度は、敷地境界で検出された物質よりも低い濃

度で推移するということができる。事務局による測定結果によれば、敷

地境界で検出された物質のうち最も濃度の低いドデカンの濃度は０.０

００５２ppm である（認定事実ウ（エ））から、敷地境界におけるエチル
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ベンゼン、メチルエチルケトン及び１-ブタノールの長時間暴露濃度は、

ドデカンの濃度０.０００５２ppm より低い値で推移するということが

できる。この値は、別紙３におけるエチルベンゼンの最も低い指針値０.

０４５ppm、メチルエチルケトンの最も低い指針値１.７ppm、１-ブタノ

ールの最も低い指針値０.２３１ppm をいずれも下回るから、長時間暴露

による健康影響が生じる程度とは認められない。 

 ⑷ 以上によれば、被申請人工場からの排気は、申請人旧宅及び被申請人工場

所在地の地域環境を踏まえて定められた悪臭防止法に基づく規制基準を超過

するには至っておらず、また、排気に含まれる大気汚染物質の濃度について

も、短時間暴露及び長時間暴露による健康被害への影響を考慮して定められ

た各指針値を超過するに至っていないということができ、一般社会生活上受

忍すべき程度を超える被害を被っていると認めることはできず、そうすると、

被申請人について悪臭及び大気汚染を理由とする不法行為の成立を認めるこ

とはできない。 

 ４ 土壌汚染を理由とする不法行為の成否について（争点４） 

 ⑴ 認定事実 

  ア 法令等の規制 

（ア）事業者は、屋内作業場において有機溶剤業務をする場合、第 1 種有機

溶剤及び第２種有機溶剤については、局所排気装置を設置する義務があ

り（労働安全衛生法２２条、２３条、有機溶剤中毒予防規則５条）、局

所排気装置の設置・移設・変更をする際には、３０日前に所轄の労働基

準監督署長に局所排気を行うべき物質を特定して届出を行わなければな

らないとされている（労働安全衛生法８８条）。さらに、屋内作業場に

おいて有機溶剤業務をする場合、定期的に作業環境測定を行い、その結

果を記録しておくこととされている（労働安全衛生法６５条）。トリク

ロロエチレンは、第１種有機溶剤に該当する（労働安全衛生法施行令別
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表第６の２及び有機溶剤中毒予防規則１条１項４号）。被申請人は、労

働基準監督署長への届出を行った上で、本件局所排気装置を設置し、作

業環境測定を行っているが、対象物質には、トリクロロエチレンは含ま

れていない。（甲３６、乙１７、審問の全趣旨） 

   （イ）新潟県において、事業者がトリクロロエチレンを使用して事業を行う

場合には、新潟県トリクロロエチレン等環境汚染防止対策要綱に基づき、

あらかじめ新潟県知事に届け出る必要がある。被申請人は、新潟県知事

に対し、当該要綱に基づくトリクロロエチレンの使用の届出をしていな

い。（審問の全趣旨） 

 イ ｊ株式会社による土壌診断の結果等 

ｊ株式会社は、申請人からの依頼により、令和３年１０月１日、申請人

旧宅敷地の土壌を調査し、ＶＯＣ試験、重金属等含有量測定等を行った。

（甲１２５） 

ＶＯＣ試験は、土壌汚染対策法に定める第１種特定有害物質１１種中、

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼン、シス-1,2-ジクロ

ロエチレン、1,1-ジクロロエチレンを対象とし、土壌汚染対策法に基づく

土壌溶出量基準である０.０１mg/L を判定基準として溶出の有無を測定す

るものである。測定の結果、対象物質はいずれも検出されなかった。（甲

１２５） 

重金属等含有量測定においては、蛍光Ｘ線分析により、クロム、カドミ

ひ

ウム、水銀、セレン、鉛及び 砒 素の６項目を対象として土壌溶出量の測定

が行われた。測定の結果、クロムについて、６価クロムの土壌汚染対策法

に基づく土壌溶出量基準２５０mg/kg を超過する２７０mg/kg の含有量が

検出されたが、その他の項目は基準未満であった。クロムについては、６

価クロム化合物の含有を確認するための詳細分析が行われ、その結果、６

価クロム化合物の含有量は２mg/kg 未満であり、土壌溶出量基準を十分に
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下回ること及び蛍光Ｘ線分析により検出されたクロムは３価クロムと考え

られることが判明した。（甲１２５） 

  ⑵ 判断 

   ア トリクロロエチレンの使用を理由とする土壌汚染について 

申請人は、被申請人が金属プレス工場においてトリクロロエチレンを含

む有機溶剤を使用し、金属プレス工場の排水口から申請人旧宅との敷地境

い っ

界沿いに作られた排水溝に廃液を流し、これを申請人旧宅の敷地内に 溢

水させ、これにより申請人の敷地の植栽を枯らしたが、廃液からはトリク

ロロエチレン特有の臭いがすると主張し、平成２９年６月及び９月に、金

属プレス工場の東側に設置されていた金型倉庫付近にトリクロロエチレン

と記載のあるドラム缶の状況を撮影した写真（甲１５、３０）を提出する。 

しかしながら、申請人が金属プレス工場からの廃液が溢水したと主張す

る箇所から採取した土壌について実施されたｊ株式会社の土壌診断におい

ては、前記のとおり、トリクロロエチレンを含む対象５物質はいずれも検

出されていない。加えて、被申請人は、平成５年７月１７日に本社建屋を

新設し、本社建屋に設備を設けて有機溶剤業務を行う部門を移転しており

（悪臭に関する認定事実イ（ア））、そもそも本社建屋の新設以降、金属

プレス工場において有機溶剤業務を行うことは考え難く、前記写真に撮影

されたドラム缶も被申請人が主張するとおり、金型業務で生じた廃材を入

れるためのものであった可能性を払拭し難い。さらに、労働安全衛生法に

基づき局所排気装置に関する届出等を行い、作業環境測定を義務づけられ

ている被申請人が、トリクロロエチレンについて、あえて虚偽の届出をし、

これを使用することも考え難い。 

以上によれば、被申請人がトリクロロエチレンを使用し土壌汚染を生じ

させたと認めることはできない。 

イ クロムの使用を理由とする土壌汚染について 
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申請人は、ｊ株式会社の令和３年１０月１日の土壌診断の結果を根拠と

して、被申請人が土壌汚染を生じさせたと主張する。しかしながら、土壌

診断の結果は、申請人旧宅敷地の土壌から２７０㎎/㎏のクロムが検出され

ているものの、６価クロムが２㎎/㎏未満であり、その余は３価クロムであ

った。しかるところ、申請人旧宅敷地から検出された６価クロムは、土壌

汚染対策法に基づく含有量基準２５０㎎/㎏を大幅に下回る溶出量であり、

大部分を占める３価クロムについては、土壌に溶出している形態での生物

への毒性が小さいこと（職６及び職７）から、申請人旧宅敷地について、

土壌汚染が生じているとは認められない。さらに、日本における一般的な

土壌中のクロム濃度を実測した調査によれば、１.１～２２２５.３㎎/㎏

との報告や、１.４～２３０㎎/㎏との報告が存在しており、申請人旧宅敷

地から検出されたクロムは、そもそも自然由来のものである可能性を否定

うかが

しがたく、他に被申請人がクロムを使用したことを 窺 わせる証拠はない

から、申請人旧宅敷地から検出されたクロムが、被申請人の事業活動によ

って排出されたものであると認めることもできない。 

以上によれば、被申請人がクロムを使用し土壌汚染を生じさせたと認め

ることはできない。 

第４ 結論 

以上のとおり、本件責任裁定申請は理由がないから棄却することとし、主文

のとおり裁定する。 

令和６年３月２１日 

公害等調整委員会裁定委員会 

裁定委員長   永   野   厚   郎 
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裁 定 委 員   若   生   俊   彦 

 

裁定委員加藤一実は、差支えにより署名押印することができない。 

 

裁定委員長   永   野   厚   郎 

 

※裁定文中の別紙２は省略 
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別紙１ 
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別紙３ 

 

大気汚染物質 世界保健機関

（WHO） 

厚生労働省 米国環境保護庁 ドイツ連邦環境庁 

トルエン 0.068 ppm 

(260μg/m3) 

0.068 ppm 

(260μg/m3) 

 0.078 ppm 

(300μg/m3) 

キシレン  0.045 ppm 

(200μg/m3) 

 0.023 ppm 

(100μg/m3) 

メチルイソブチル

ケトン 

  0.732 ppm 

(3000μg/m3) 

0.024 ppm 

(100μg/m3) 

1,2,4-トリメチル  

ベンゼン 

 0.012 ppm 

(60μg/m3) 

0.020 ppm 

(100μg/m3) 

デカン（C10H22）  テトラデカン（C14

H30）として 

0.041 ppm* 

(330μg/m3) 

 炭素数9～14の脂

肪族飽和炭化水素 

200μg/m3 

ドデカン（C12H2  

6） 

テトラデカン（C14

H30）として 

0.041 ppm* 

(330μg/m3) 

 炭素数9～14の脂

肪族飽和炭化水素 

200μg/m3 

エチルベンゼン  0.88 ppm 

(3800μg/m3) 

 0.045 ppm 

(200μg/m3) 

メチルエチルケト  

ン 

 1.7 ppm  

(5000μg/m3) 

1-ブタノール    0.231 ppm 

(700μg/m3) 

※ デカン、ドデカン、テトラデカンを含む炭素数８～１６の脂肪族炭化水素で構成される有機化合

物の知見をもとに設定されている。 
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